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 令和７年第 10回庄原市教育委員会 会議録 

 

１ 日  時   令和７年９月 24日（水） 午前 10時 00 分開会 

                      午前 11時 22 分閉会 

 

２ 場  所   庄原市役所 本庁 ３階 防災対策室 

 

３ 出席委員   教育長  牧原 明人 

教育委員 横山 和明、立花 有佐、渡部 要 

 

４ 欠席委員   捻金 宏昭 

 

５ 出席職員   教育部長 荘川 隆則 

 教育部教育総務課長 毛利 久子 

 教育部教育指導課長 髙淵 直哉 

教育部生涯学習課長 八谷 美幸 

教育部教育指導課指導係長 伊澤 知弥 

教育部教育指導課学事係長 片山 博子 

 

６ 傍 聴 人   なし 

 

７ 議事日程 

日程第１ 教育長報告 

日程第２ 議案第42号 庄原市公立学校通学補助金等交付要綱の一部改正について 

日程第３ 議案第43号 庄原市社会教育委員の委嘱について 

日程第４ 議案第44号 庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について 

日程第５ 議案第45号 庄原市博物館・資料館運営協議会委員の委嘱について 

日程第６ 議案第46号 庄原市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第７ 議案第47号 庄原市文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第８ 議案第48号 庄原市図書館協議会委員の委嘱について 

日程第９ 個別報告及び協議事項 

     ・令和７年第５回庄原市議会定例会一般質問通告書及び概要（教育委員会関係分）について 

     ・第３期庄原市教育振興基本計画策定に向けた市民アンケート調査結果 

     ・全国学力調査・広島県学習意識等調査について 
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※資料１ 

 

 

 

― 開会 午前 10時 00 分 ― 

ただ今から令和７年第 10回庄原市教育委員会を開会します。 

なお、本日、捻金委員から欠席の連絡を受けていますが、委員の過半数が出

席していますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条第３項の

規程により、会議は成立いたします。 

 

日程第１ 教育長報告                              

日程第１、教育長報告を行います。本日は３点報告します。 

・行事について 

・教育支援委員会について 

・中学生意見発表大会について 

続いて、教育部長から報告をお願いします。 

・市議会定例会の一般質問について 

続いて、各課からの報告について、お願いします。教育総務課長。 

・学校施設・設備の充実 

・第３期庄原市教育振興基本計画策定 

・高校教育振興事業への支援 

・主な会議・行事等 

・生徒指導対策 

・読書活動推進 

・特別支援教育推進 

・教職員の動向について 

・主な会議・行事等 

・生涯学習・社会教育の充実 

・芸術・文化の推進 

・スポーツの推進 

・家庭・地域の教育力の向上 

・各種行事等 

 

日程第２ 議案第 42号                                  

庄原市公立学校通学補助金等交付要綱の一部改正について            

日程第２、議案第 42号、庄原市公立学校通学補助金等交付要綱の一部改正に

ついて議題とします。事務局より提案をお願いします。教育総務課長。 

議案集１ページ、庄原市公立学校通学補助金等交付要綱の一部改正について

です。詳細について、資料１でご説明させていただきます。 

１.趣旨です。令和７年 10月から「東城廃止代替デマンドバス（始終線）」の

運行業者の変更、及びこれに伴うスクールバスの運行変更により、当該路線を

利用する児童生徒の通学を支援するため、庄原市公立学校通学補助金等交付要
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綱の一部改正を行うものです。なお、※印にありますように、東城地域には廃

止代替バスが４路線あります。このうち、戸宇、帝釈宇山、帝釈始終、帝釈未

渡を通る始終線のバスはデマンドバスと言い、利用するダイヤ及び停留所を予

約して乗るバスとなります。一部予約によって、路線より少し入ったところま

で運行ができる仕組みのものです。予約のあったダイヤ、停留所のみを運行し

ます。運輸局の区域運行の許可が必要なバスとなります。 

２.経緯です。令和６年７月、備北交通(株)からデマンドバス始終線の運行に

ついて、乗客数が限られていること、運転手の確保が難しいことから、運行業

者の変更を求める相談が地域交通課にありました。地域交通課、また東城支所

から東城地域のタクシー事業者３社に対応できるか可否の打診を行っていま

したが、調整ができないまま月日が経過しまして、令和７年５月、改めて備北

交通(株)からデマンドバス始終線の運行を終了するため、運行業者の変更をし

てほしいとの要望がありました。東城地域のタクシー事業者３社に改めて、調

整を行った結果、エクシードタクシー(有)から「スクールバスの調整により対

応可能」と回答があり、協議、調整を行うこととなりました。エクシードタク

シー(有)は、東城小学校に向けてのスクールバスをかなり運行されており、さ

らに加えての運行は非常に厳しいとのことでした。その後、東城支所を中心に

調整が行われました。国への届出を行う前に、あらかじめ地域の中で、地域の

生活路線について承認を受けるため開催される、庄原市地域公共交通会議が８

月に開催され、備北交通(株)の路線廃止と、エクシードタクシー(有)による始

終線を含めた区域運行開始が承認をされました。現在、10月の運行開始に向け

て準備を行っています。 

３.通学状況です。９月時点のものですが、（１）デマンドバス始終線につい

ては、現在中学生４名が利用していますが、今年度において高校生の利用はあ

りません。往路と復路があり、往路については①午前７時７分のバスに乗って

います。帰路については、通常はクラブ活動を行いますので、⑧午後５時 44分

の東城駅前発のバスで帰っており、クラブがない時や早帰りの時は、⑥午後３

時 15分のバスを利用していると聞いています。中学生が利用する際は、学校か

らバスの予約を行い、個別の事情で欠席する場合には保護者からバス会社に連

絡する流れとなっています。（２）スクールバス帝釈始終・未渡・戸宇ルートは

小学生のみ利用するバスです。帝釈始終を出発して、未渡の郵便局前、戸宇を

通って、東城小学校まで運行する路線です。往路については、帝釈から３名、

戸宇から 10名の合計 13名が利用しています。復路については、火木曜日は午

後３時、月水金曜日は午後３時 30分に出発します。日課や行事等により、運行

時間はその都度調整が行われています。また、復路については、曜日によって

児童クラブや塾等の利用で、乗車人数が異なるため省かせていただいていま

す。そのため、出発時刻のみ定めており、乗車人数によって到着時刻について

は変更があることとなっています。現在、車両については小型バスを利用して
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います。 

４.スクールバスとの調整です。まず、（１）往路、登校便です。エクシード

タクシー(有)から、デマンドバス始終線を運行する場合、第１便がスクールバ

スとおおむね同様の時間及びルートで走行することになるため、運転手の確保

が難しいことから、１本に混乗できないかとの申し出がありました。スクール

バスでの運行か、デマンドバス終始線での運行か、比較検討した結果、高校生

を含む一般乗客の利用や中学生の通学等の利用状況を踏まえ、地域の生活交通

を維持する必要があると判断し、小学生の往路はデマンドバス始終線を利用し

混乗することとしました。なお、デマンドバス始終線の第１便に使用する車両

については、10 人乗りでは乗り切れないことから、この便のみ 25 人乗りのス

クールバスを使用することとしています。（２）復路、下校便です。デマンドバ

スの運行は決まった時刻で運行するため、復路は小学校の下校時刻が曜日や行

事等で異なり、調整が難しいことから、引き続きスクールバスを運行するもの

とし、業務委託を継続することとしました。なお、小学校のスクールバスの運

行に係る運転手の調整により、デマンドバス始終線の⑥⑦ダイヤを 30 分遅ら

せるよう調整しました。 

５.児童生徒のデマンドバスの利用方法等です。まず、小学生については、基

本的に学校を通じて、バス乗車の予約をします。なお、病気等で欠席する時は

保護者から運行業者に連絡します。また、往路のみの乗車であることから、片

道定期券を発行して乗車することにしました。中学生については、これまで同

様、学校を通じてバス乗車の予約をし、病気等で欠席する時は保護者から運行

業者に連絡をします。往路復路ともデマンドバス始終線を利用するので、これ

までと同様に往復の定期券により乗車をします。また、最終便の⑧ダイヤにつ

いては、東城中学校を経由することができるようにし、帰宅便の利便性を合わ

せて図ることとしました。 

６.課題です。「庄原市通学補助金等交付要綱」において、対象の小学生の通

学費の補助に関し、次の課題への対応が必要となりました。スクールバスで下

校するため、第２条第２項ただし書きの、「スクールバスの運行対象区域に居住

する者は補助対象外」に抵触することとなります。また、デマンドバス始終線

を利用する戸宇地域の児童の中には片道４㎞未満の場所もあります。通学補助

対象者は通学距離片道４㎞以上の保護者としていますので、補助対象にならな

いとなりますが、戸宇小学校と東城小学校が統合する際、戸宇地区の児童につ

いてはスクールバスにより送迎することとしていますので、スクールバスの代

替であるデマンドバス始終線に移行後も、保護者の負担を求めることは適当で

ないとなっております。 

７.交付要綱の一部改正についてです。課題に対応するため、特例として、次

の事項を附則に加えることとしました。庄原市スクールバス等運行事業実施要

綱のスクールバスの運行対象地域が、下の点線枠内に記載があります。東城小
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学校では、戸宇、帝釈未渡、帝釈宇山、帝釈始終が記載されています。これに

より、「スクールバスの運行対象区域に居住する者は補助対象外」に抵触をしま

すので、この対象地域のうち、当該地域の児童の保護者に対する補助金につい

ては交付ができる規程、またこのことにより、４㎞未満の保護者も対象とする

との解釈ができるとなっています。このことについては令和７年 10 月１日か

ら当分の間、補助金交付の対象とすることができることとしています。ただし、

第２条第２項第 1号または第３号、これは校区外からの通学、又は生活保護等

の他から支援を受ける者については、補助金交付の対象としないと改めて記載

しています。 

８.今後のスケジュールです。本日の教育委員会で要綱改正が整いましたら、

補助金申請を取りまとめし、通学定期券を学校へ送付し、10月 1日からデマン

ドバス始終線が運行開始になる予定です。 

４ページは、委託料の積算表となっています。これまでバスを借り上げて委

託料を支払っていたものが、片便となりましたので、運賃の金額が安くなり、

教育委員会の経費としては軽減が見込まれます。ただし、地域交通課では経費

が若干増えています。全体的には軽減が図られます。 

それでは、議案集に戻りまして、議案第 42号庄原市公立学校通学補助金等交

付要綱の一部改正する要綱案です。当該交付要綱の一部を次のように改正する

こととしまして、附則に次の一項を加えるものです。令和７年 10月１日から交

付いたします。３ページから交付要綱の一部を改正する要綱案の新旧対照表を

付けていますので、ご確認をいただければと思います。 

ただ今の説明について、何か質疑等ありますか。よろしいですか。 

それでは、議案第 42号について採決を行います。賛成される委員は挙手をお

願いします。 

（全員挙手） 

賛成全員ですので、議案第 42号は可決されました。 

 

日程第３ 議案第 43号                    （非公開）

庄原市社会教育委員の委嘱について                         

 

日程第４ 議案第 44号                    （非公開）          

庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について                        

 

日程第５ 議案第 45号                    （非公開）          

庄原市博物館・資料館運営協議会委員の委嘱について                        

 

日程第６ 議案第 46号                    （非公開）          

庄原市スポーツ推進審議会委員の委嘱について                        
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教育総務課長 

教育指導課長 

 

 

教育長 

 

 

 

日程第７ 議案第 47号                    （非公開）          

庄原市文化財保護審議会委員の委嘱について                        

 

日程第８ 議案第 48号                    （非公開）          

庄原市図書館協議会委員の委嘱について                        

 

日程第９ 個別報告及び協議事項                     

・第３期庄原市教育振興基本計画策定に向けた市民アンケート調査結果 

・全国学力調査・広島県学習意識等調査について 

  

その他 協議事項                            

それでは、以上をもちまして、令和 7年第 10回教育委員会を閉会します。本

日はありがとうございました。 

― 閉会 午前 11時 22 分 ―  

 


